












































































【訂正】重度心身障害者（児）医療費助成の手引き（医療機関用）Q&Aについて 

 
P29 Q&A 1 重度心身障害者（児）医療費の自己負担金について 
 
【訂正後】 

問 1 保険診療の一部負担金が重度心身障害者（児）医療費自己負担金（300 円等）に   

満たない場合は、窓口で徴収する金額はどうなるのですか。 
答 1 一部負担金額を徴収してください。例えば、一部負担金額が 174 円の場合、170 円

を窓口で徴収してください。（健康保険法第 75 条の規定により 10 円未満は四捨五入

して徴収してください。） 
ただし、審査支払機関に請求する際作成するレセプトには、1 円単位まで記載する

ことになりますので、御注意ください。 

 
 
【訂正前】 

問 1 保険診療の一部負担金が重度心身障害者（児）医療費自己負担金（300 円等）に   

満たない場合は、窓口で徴収する金額はどうなるのですか。 
答 1 一部負担金額を徴収してください。例えば、一部負担金額が 174 円の場合、174 円

を窓口で徴収してください。 

 



【追加】重度心身障害者（児）医療費助成の手引き（医療機関用）Q&Aについて 

 
P30 Q&A 1 重度心身障害者（児）医療費の自己負担金について 

 

問 8 訪問看護において、訪問看護プランに基づき 1 日に複数回訪問した場合、重度心身

障害者（児）医療自己負担金はどのようになるのですか。 
答 8 訪問看護において、訪問看護プランに基づき 1 日に複数回訪問した場合、重度心身

障害者（児）医療自己負担金自己負担金は、1回分のみを徴収することになります。 

 
 



0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

81120917
81121915

81120925
81121923

81120933
81121931

81120941
81121949

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

千葉市
中央区

千葉市
花見川区

千葉市
稲毛区

千葉市

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

91

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

92

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

93

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ 　 ※1

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

81120958
81121956

81120966
81121964

81120362
81121360

81124364
81125361

銚子市

千葉市
若葉区

千葉市
緑区

千葉市
美浜区

300円 ○

あり ○ ○ ○ 300円 ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○ 300円 ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円36

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○

94 65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

95

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

96

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120065
81121063

81124067
81125064
81120040
81121048

81125049
81120651
81121659

81120768
81121766

〇

〇

木更津市

館山市

船橋市

市川市

04

65歳未満 〇 〇 〇 〇 0円又は300円 あり 〇 〇

65歳以上

〇 〇 〇 0円又は300円 あり 〇 〇 〇

〇 〇 〇 0円又は300円 あり 〇 〇 〇

後期高齢者

06

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○

○ 300円

○ ○ 300円

○

○

○ 300円 ○

300円 ○○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○

65

76

65歳未満 ○ ○ ○ ○ ○

○

0円又は300円 あり

○0円又は300円 あり ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ 300円

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○

81124760
81125767
81120081
81121089

81120131
81121139

81124133
81125130
81120529
81121527

○

松戸市

木更津市

○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

13

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○ 300円 ○

65歳以上 ○ ○ ○

茂原市

野田市 300円 ○

後期高齢者 ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○ 300円 ○後期高齢者 ○ ○

○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○

○ 300円 ○

○76

0円又は300円 あり

○

○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

○ ○ 0円又は300円

○ 300円

○ ○ あり ○ ○

○ ○ ○ ○

○ 0円又は300円 あり ○ ○

08

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者

52

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○

後期高齢者
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120156

81123150

81120164
81121162

81124166

81125163

81120438
81121436

81120388
81121386

東金市

佐倉市

300円 ○

○ ○

成田市

○

○ ○ ○

○ 300円 ○16

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 300円 ○

○

○あり

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○

0円又は300円 あり

○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

43

65歳未満 ○ ○

15

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○

65歳以上 0円又は200円 あり ○

後期高齢者 ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○

65歳以上 ○

○ ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

後期高齢者 ○

○

○ ○ ○

81120024
81121022

81124026
81125023
81120099
81121097

81120594
81121592

勝浦市

柏市

習志野市

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円

○

○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

○

○

0円又は300円 あり

○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

あり ○ ○○ ○59

65歳未満 0円又は300円 あり

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ ○

09

○ ○ ○ ○ ○ ○

65歳以上 ○

65歳以上 ○

○

あり

後期高齢者

○ ○

○ ○

0円又は300円

0円又は300円

○

○

○

あり ○ ○○ ○ ○

○ 300円 ○

○ 300円 ○

38

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり旭市

02

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○ ○ 300円 ○

65歳以上 ○

○後期高齢者
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120800
81121808

81120107
81121105

81120032
81121030

81120115

八千代市

流山市

市原市

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○ ○ ○

後期高齢者 ○ ○

後期高齢者 〇 〇

65歳以上 ○ ○

0円又は300円03

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○

○ ○

○あり ○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○ ○ 200円 ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○ ○ 200円 ○

10

80

0円又は300円

65歳以上 〇 〇 〇 〇

○

〇 0円又は300円 あり 〇 ○

○

0円又は300円 あり 〇 ○

〇 〇 〇 〇

〇

65歳未満 あり 〇

0円又は300円 あり ○

あり ○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○ ○

○ ○ 0円又は300円

81123119
81124117
81125114
81120669
81121667

81120057
81121055

81120776
81121774

君津市

鎌ケ谷市

鴨川市

我孫子市

○ ○ 200円 ○○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○

11 65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○ ○ 200円 ○

後期高齢者

○ 0円又は300円 あり ○

05

77

○

○

65歳未満 ○ ○

後期高齢者 ○

○ ○ 0円又は300円 あり

0円又は300円 あり

後期高齢者 ○

○ ○0円又は300円

あり

あり

あり65歳未満

65歳以上

○

0円又は300円

0円又は300円○ ○ ○ ○

○ ○ ○○

○ ○ ○ ○

○○ ○

○ ○

○ ○

○

65歳以上

○ ○

○

○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

66

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120784
81121782

81120073
81121071
81122079

81124075
81125072
81120172
81121170

81120792
81121790

袖ケ浦市

四街道市

浦安市

富津市

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○

あり ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○

78

65歳未満 ○

17

65歳未満 ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円

65歳以上 ○

○

○

○ ○

0円又は300円 あり ○ ○

○○ ○

○ ○ 300円 ○

○ ○ 300円 ○○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ 0円又は300円 あり○79

なし ○ 300円 ○○ ○

07

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 なし ○ ○ ○ ○ 300円 ○ ※２

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 なし ○ ○ ○ 300円 ○

後期高齢者 ○ 0円又は300円

81124794
81125791
81120180
81121188

81120198

81123192
81124190
81125197
81120206
81121204

白井市

印西市

八街市

袖ケ浦市

○ 0円又は200円 なし ○ ○ ○ 200円 ○

○

65歳以上 ○ ○ ○ ○19

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 なし ○ ○ ○ 200円

○ ○ ○

0円又は200円 なし ○ ○ ○ 200円 ○

後期高齢者

○ ○ ○ あり ○ ○

20

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○

後期高齢者

○

○ 0円又は300円

○0円又は300円 あり

300円

○

○

○ ○ 300円 ○○

○ ○後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ 0円又は300円 あり○79

○

○

○ ○ ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

18

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ 0円又は300円 あり ○ ○
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120214
81121212

81120818
81121816

81120842
81121840

81120834
81121832

匝瑳市

南房総市

富里市

○

○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

あり

○

○ ○ ○ ○

○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○

0円又は300円

65歳未満 0円又は300円 あり

○

0円又は300円 あり ○ ○

○ 0円又は300円 あり ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり

21

84

後期高齢者 ○

○あり

○

○ ○ 0円又は300円 あり

○ ○

○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ 0円又は300円

○65歳未満

後期高齢者

81

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○

81120859
81121857

81120826
81121824

81120446
81121444

いすみ市

山武市

香取市

大網白里市

○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

82

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○

44

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○

○ 0円又は300円 あり ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○

○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

後期高齢者

○83

後期高齢者 ○

○ ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

後期高齢者 ○

85

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○○

○ ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120222
81121220

81120255
81121253

81120289
81121287

81124281

81120339

神崎町

栄町

酒々井町

○ ○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○

22

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○ 0円又は300円 あり ○

○

28

○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○ 300円

○ ○

○

○ ○

300円○

○ ○

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 なし

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 なし

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 なし

○ 300円

25

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○

後期高齢者 ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

81123333

81120354

81122350

81120453
81121451

81120511
81121519

芝山町

九十九里町

東庄町

多古町

○

○ ○ ○ 0円又は200円 あり ○ ○33

65歳未満 0円 あり○ ○ ○

65歳以上 ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は200円 ○あり ○

○ ○

○ ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

35

51

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円 あり

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円 あり

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○

○

○ 0円又は300円 あり ○ ○45

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120867
81121865

81120537
81121535

81120545

81122541

81124547

81120552

81122558

睦沢町

一宮町

横芝光町

○

○

○ ○ ○ 0円 あり ○ ○ ○ 0円

○

○ ○ 0円又は300円 あり ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円 あり ○

○ ○

○

○ ○

○

54

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円 あり ○ ○

後期高齢者

0円○ ○

○

86

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○

53

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり

○ ○

○

あり ○ ○ ○ 0円

65歳未満 〇 〇 〇 ○ 0円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円 81122558

81124554

81120560
81121568

81120578

81122574

81124570

81120586
81121584

長南町

長柄町

白子町

長生村

56

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ 0円

57

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円 あり ○ ○

65歳以上 ○

後期高齢者

○ ○

○ ○ ○ ○ 0円 あり ○ ○

○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○ ○ 0円 あり ○ ○ ○ 0円

0円又は300円 あり ○ ○

58

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○

あり ○ ○ ○ 0円

後期高齢者 ○ ○

○ ○

○ ○ 0円 あり ○ ○ ○ 0円

55 65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円
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0
（0円）

1
（300円）

2（市独自）
（0円）

3（市独自）
（200円）

5
（0円）

入院 通院 入院 通院
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成

対象
県の助成
対象外

重度心身障害者（児）医療費助成　各市町村使用公費負担者番号一覧

市
町
村
番
号

各市町村使用
公費負担者番号

所得制限

市町村名

助成内容
（入院及び通院については、助成するものに○）

公費負担番号の自己負担区分
（使用する区分に○）

自己負担額

助成対象年齢 助成の
対象

現物給付の
対象

4
（金額は右記）

県の助成
対象外

81120602
81121600

81120628
81121626

81120693
81121691

※1 （千葉市）　県補助の対象外についても、「区分0」（自己負担額0円）及び「区分1」（自己負担額300円）を使用する。

御宿町

大多喜町60

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○

62

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

後期高齢者 ○ ○

69

65歳未満 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

65歳以上 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円鋸南町

後期高齢者 ○ ○ ○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

あり ○ ○

○ ○ 0円又は300円 あり ○ ○

※1 （千葉市）　県補助の対象外についても、「区分0」（自己負担額0円）及び「区分1」（自己負担額300円）を使用する。
　　　　　　　　　 非課税世帯に加え、市民税所得割額33,000円以下の世帯についても、市独自基準として負担金は徴収しない。（区分0）

※2 （浦安市）　課税世帯（18歳未満）を含む。
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市町村名
自己負担
区分番号

検証番号

8 1 1 2 0 9 1 7

8 1 1 2 1 9 1 5

8 1 1 2 2 9 1 3

8 1 1 2 3 9 1 1

8 1 1 2 4 9 1 9

8 1 1 2 5 9 1 6

8 1 1 2 0 9 2 5

8 1 1 2 1 9 2 3

8 1 1 2 2 9 2 1

8 1 1 2 3 9 2 9

8 1 1 2 4 9 2 7

8 1 1 2 5 9 2 4

8 1 1 2 0 9 3 3

8 1 1 2 1 9 3 1

8 1 1 2 2 9 3 9

8 1 1 2 3 9 3 7

8 1 1 2 4 9 3 5

8 1 1 2 5 9 3 2

8 1 1 2 0 9 4 1

8 1 1 2 1 9 4 9

8 1 1 2 2 9 4 7

8 1 1 2 3 9 4 5

8 1 1 2 4 9 4 3

8 1 1 2 5 9 4 0

8 1 1 2 0 9 5 8

8 1 1 2 1 9 5 6

8 1 1 2 2 9 5 4

8 1 1 2 3 9 5 2

8 1 1 2 4 9 5 0

8 1 1 2 5 9 5 7

8 1 1 2 0 9 6 6

8 1 1 2 1 9 6 4

8 1 1 2 2 9 6 2

8 1 1 2 3 9 6 0

8 1 1 2 4 9 6 8

8 1 1 2 5 9 6 5

8 1 1 2 0 0 2 4

8 1 1 2 1 0 2 2

8 1 1 2 2 0 2 0

8 1 1 2 3 0 2 8

8 1 1 2 4 0 2 6

8 1 1 2 5 0 2 3

事業別番号 都道府県番号 市町村番号

習志野市

千葉市
中央区

千葉市
花見川区

千葉市
稲毛区

千葉市
若葉区

千葉市
緑区

千葉市
美浜区

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 0 3 2

8 1 1 2 1 0 3 0

8 1 1 2 2 0 3 8

8 1 1 2 3 0 3 6

8 1 1 2 4 0 3 4

8 1 1 2 5 0 3 1

8 1 1 2 0 0 4 0

8 1 1 2 1 0 4 8

8 1 1 2 2 0 4 6

8 1 1 2 3 0 4 4

8 1 1 2 4 0 4 2

8 1 1 2 5 0 4 9

8 1 1 2 0 0 5 7

8 1 1 2 1 0 5 5

8 1 1 2 2 0 5 3

8 1 1 2 3 0 5 1

8 1 1 2 4 0 5 9

8 1 1 2 5 0 5 6

8 1 1 2 0 0 6 5

8 1 1 2 1 0 6 3

8 1 1 2 2 0 6 1

8 1 1 2 3 0 6 9

8 1 1 2 4 0 6 7

8 1 1 2 5 0 6 4

8 1 1 2 0 0 7 3

8 1 1 2 1 0 7 1

8 1 1 2 2 0 7 9

8 1 1 2 3 0 7 7

8 1 1 2 4 0 7 5

8 1 1 2 5 0 7 2

8 1 1 2 0 0 8 1

8 1 1 2 1 0 8 9

8 1 1 2 2 0 8 7

8 1 1 2 3 0 8 5

8 1 1 2 4 0 8 3

8 1 1 2 5 0 8 0

8 1 1 2 0 0 9 9

8 1 1 2 1 0 9 7

8 1 1 2 2 0 9 5

8 1 1 2 3 0 9 3

8 1 1 2 4 0 9 1

8 1 1 2 5 0 9 8

松戸市

柏市

市川市

浦安市

八千代市

船橋市

鎌ケ谷市



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 1 0 7

8 1 1 2 1 1 0 5

8 1 1 2 2 1 0 3

8 1 1 2 3 1 0 1

8 1 1 2 4 1 0 9

8 1 1 2 5 1 0 6

8 1 1 2 0 1 1 5

8 1 1 2 1 1 1 3

8 1 1 2 2 1 1 1

8 1 1 2 3 1 1 9

8 1 1 2 4 1 1 7

8 1 1 2 5 1 1 4

8 1 1 2 0 1 3 1

8 1 1 2 1 1 3 9

8 1 1 2 2 1 3 7

8 1 1 2 3 1 3 5

8 1 1 2 4 1 3 3

8 1 1 2 5 1 3 0

8 1 1 2 0 1 5 6

8 1 1 2 1 1 5 4

8 1 1 2 2 1 5 2

8 1 1 2 3 1 5 0

8 1 1 2 4 1 5 8

8 1 1 2 5 1 5 5

8 1 1 2 0 1 6 4

8 1 1 2 1 1 6 2

8 1 1 2 2 1 6 0

8 1 1 2 3 1 6 8

8 1 1 2 4 1 6 6

8 1 1 2 5 1 6 3

8 1 1 2 0 1 7 2

8 1 1 2 1 1 7 0

8 1 1 2 2 1 7 8

8 1 1 2 3 1 7 6

8 1 1 2 4 1 7 4

8 1 1 2 5 1 7 1

8 1 1 2 0 1 8 0

8 1 1 2 1 1 8 8

8 1 1 2 2 1 8 6

8 1 1 2 3 1 8 4

8 1 1 2 4 1 8 2

8 1 1 2 5 1 8 9

流山市

我孫子市

野田市

成田市

佐倉市

四街道市

八街市



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 1 9 8

8 1 1 2 1 1 9 6

8 1 1 2 2 1 9 4

8 1 1 2 3 1 9 2

8 1 1 2 4 1 9 0

8 1 1 2 5 1 9 7

8 1 1 2 0 2 0 6

8 1 1 2 1 2 0 4

8 1 1 2 2 2 0 2

8 1 1 2 3 2 0 0

8 1 1 2 4 2 0 8

8 1 1 2 5 2 0 5

8 1 1 2 0 2 1 4

8 1 1 2 1 2 1 2

8 1 1 2 2 2 1 0

8 1 1 2 3 2 1 8

8 1 1 2 4 2 1 6

8 1 1 2 5 2 1 3

8 1 1 2 0 2 2 2

8 1 1 2 1 2 2 0

8 1 1 2 2 2 2 8

8 1 1 2 3 2 2 6

8 1 1 2 4 2 2 4

8 1 1 2 5 2 2 1

8 1 1 2 0 2 5 5

8 1 1 2 1 2 5 3

8 1 1 2 2 2 5 1

8 1 1 2 3 2 5 9

8 1 1 2 4 2 5 7

8 1 1 2 5 2 5 4

8 1 1 2 0 2 8 9

8 1 1 2 1 2 8 7

8 1 1 2 2 2 8 5

8 1 1 2 3 2 8 3

8 1 1 2 4 2 8 1

8 1 1 2 5 2 8 8

8 1 1 2 0 3 3 9

8 1 1 2 1 3 3 7

8 1 1 2 2 3 3 5

8 1 1 2 3 3 3 3

8 1 1 2 4 3 3 1

8 1 1 2 5 3 3 8

印西市

白井市

富里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 3 5 4

8 1 1 2 1 3 5 2

8 1 1 2 2 3 5 0

8 1 1 2 3 3 5 8

8 1 1 2 4 3 5 6

8 1 1 2 5 3 5 3

8 1 1 2 0 3 6 2

8 1 1 2 1 3 6 0

8 1 1 2 2 3 6 8

8 1 1 2 3 3 6 6

8 1 1 2 4 3 6 4

8 1 1 2 5 3 6 1

8 1 1 2 0 3 8 8

8 1 1 2 1 3 8 6

8 1 1 2 2 3 8 4

8 1 1 2 3 3 8 2

8 1 1 2 4 3 8 0

8 1 1 2 5 3 8 7

8 1 1 2 0 4 3 8

8 1 1 2 1 4 3 6

8 1 1 2 2 4 3 4

8 1 1 2 3 4 3 2

8 1 1 2 4 4 3 0

8 1 1 2 5 4 3 7

8 1 1 2 0 4 4 6

8 1 1 2 1 4 4 4

8 1 1 2 2 4 4 2

8 1 1 2 3 4 4 0

8 1 1 2 4 4 4 8

8 1 1 2 5 4 4 5

8 1 1 2 0 4 5 3

8 1 1 2 1 4 5 1

8 1 1 2 2 4 5 9

8 1 1 2 3 4 5 7

8 1 1 2 4 4 5 5

8 1 1 2 5 4 5 2

8 1 1 2 0 5 1 1

8 1 1 2 1 5 1 9

8 1 1 2 2 5 1 7

8 1 1 2 3 5 1 5

8 1 1 2 4 5 1 3

8 1 1 2 5 5 1 0

東庄町

銚子市

旭市

東金市

大網白里市

九十九里町

芝山町



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 5 2 9

8 1 1 2 1 5 2 7

8 1 1 2 2 5 2 5

8 1 1 2 3 5 2 3

8 1 1 2 4 5 2 1

8 1 1 2 5 5 2 8

8 1 1 2 0 5 3 7

8 1 1 2 1 5 3 5

8 1 1 2 2 5 3 3

8 1 1 2 3 5 3 1

8 1 1 2 4 5 3 9

8 1 1 2 5 5 3 6

8 1 1 2 0 5 4 5

8 1 1 2 1 5 4 3

8 1 1 2 2 5 4 1

8 1 1 2 3 5 4 9

8 1 1 2 4 5 4 7

8 1 1 2 5 5 4 4

8 1 1 2 0 5 5 2

8 1 1 2 1 5 5 0

8 1 1 2 2 5 5 8

8 1 1 2 3 5 5 6

8 1 1 2 4 5 5 4

8 1 1 2 5 5 5 1

8 1 1 2 0 5 6 0

8 1 1 2 1 5 6 8

8 1 1 2 2 5 6 6

8 1 1 2 3 5 6 4

8 1 1 2 4 5 6 2

8 1 1 2 5 5 6 9

8 1 1 2 0 5 7 8

8 1 1 2 1 5 7 6

8 1 1 2 2 5 7 4

8 1 1 2 3 5 7 2

8 1 1 2 4 5 7 0

8 1 1 2 5 5 7 7

8 1 1 2 0 5 8 6

8 1 1 2 1 5 8 4

8 1 1 2 2 5 8 2

8 1 1 2 3 5 8 0

8 1 1 2 4 5 8 8

8 1 1 2 5 5 8 5

一宮町

睦沢町

長生村

白子町

長柄町

長南町

茂原市



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 5 9 4

8 1 1 2 1 5 9 2

8 1 1 2 2 5 9 0

8 1 1 2 3 5 9 8

8 1 1 2 4 5 9 6

8 1 1 2 5 5 9 3

8 1 1 2 0 6 0 2

8 1 1 2 1 6 0 0

8 1 1 2 2 6 0 8

8 1 1 2 3 6 0 6

8 1 1 2 4 6 0 4

8 1 1 2 5 6 0 1

8 1 1 2 0 6 2 8

8 1 1 2 1 6 2 6

8 1 1 2 2 6 2 4

8 1 1 2 3 6 2 2

8 1 1 2 4 6 2 0

8 1 1 2 5 6 2 7

8 1 1 2 0 6 5 1

8 1 1 2 1 6 5 9

8 1 1 2 2 6 5 7

8 1 1 2 3 6 5 5

8 1 1 2 4 6 5 3

8 1 1 2 5 6 5 0

8 1 1 2 0 6 6 9

8 1 1 2 1 6 6 7

8 1 1 2 2 6 6 5

8 1 1 2 3 6 6 3

8 1 1 2 4 6 6 1

8 1 1 2 5 6 6 8

8 1 1 2 0 6 9 3

8 1 1 2 1 6 9 1

8 1 1 2 2 6 9 9

8 1 1 2 3 6 9 7

8 1 1 2 4 6 9 5

8 1 1 2 5 6 9 2

8 1 1 2 0 7 6 8

8 1 1 2 1 7 6 6

8 1 1 2 2 7 6 4

8 1 1 2 3 7 6 2

8 1 1 2 4 7 6 0

8 1 1 2 5 7 6 7

館山市

鴨川市

鋸南町

木更津市

勝浦市

大多喜町

御宿町



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 7 7 6

8 1 1 2 1 7 7 4

8 1 1 2 2 7 7 2

8 1 1 2 3 7 7 0

8 1 1 2 4 7 7 8

8 1 1 2 5 7 7 5

8 1 1 2 0 7 8 4

8 1 1 2 1 7 8 2

8 1 1 2 2 7 8 0

8 1 1 2 3 7 8 8

8 1 1 2 4 7 8 6

8 1 1 2 5 7 8 3

8 1 1 2 0 7 9 2

8 1 1 2 1 7 9 0

8 1 1 2 2 7 9 8

8 1 1 2 3 7 9 6

8 1 1 2 4 7 9 4

8 1 1 2 5 7 9 1

8 1 1 2 0 8 0 0

8 1 1 2 1 8 0 8

8 1 1 2 2 8 0 6

8 1 1 2 3 8 0 4

8 1 1 2 4 8 0 2

8 1 1 2 5 8 0 9

8 1 1 2 0 8 1 8

8 1 1 2 1 8 1 6

8 1 1 2 2 8 1 4

8 1 1 2 3 8 1 2

8 1 1 2 4 8 1 0

8 1 1 2 5 8 1 7

8 1 1 2 0 8 2 6

8 1 1 2 1 8 2 4

8 1 1 2 2 8 2 2

8 1 1 2 3 8 2 0

8 1 1 2 4 8 2 8

8 1 1 2 5 8 2 5

8 1 1 2 0 8 3 4

8 1 1 2 1 8 3 2

8 1 1 2 2 8 3 0

8 1 1 2 3 8 3 8

8 1 1 2 4 8 3 6

8 1 1 2 5 8 3 3

富津市

袖ケ浦市

市原市

南房総市

いすみ市

香取市

君津市



市町村名
自己負担
区分番号

検証番号事業別番号 都道府県番号 市町村番号

千葉県重度心身障害者（児）医療費助成

市町村別公費負担者番号一覧表

8 1 1 2 0 8 4 2

8 1 1 2 1 8 4 0

8 1 1 2 2 8 4 8

8 1 1 2 3 8 4 6

8 1 1 2 4 8 4 4

8 1 1 2 5 8 4 1

8 1 1 2 0 8 5 9

8 1 1 2 1 8 5 7

8 1 1 2 2 8 5 5

8 1 1 2 3 8 5 3

8 1 1 2 4 8 5 1

8 1 1 2 5 8 5 8

8 1 1 2 0 8 6 7

8 1 1 2 1 8 6 5

8 1 1 2 2 8 6 3

8 1 1 2 3 8 6 1

8 1 1 2 4 8 6 9

8 1 1 2 5 8 6 6

横芝光町

匝瑳市

山武市



１ 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、特定疾患（公費番号：51）小児

慢性（公費番号：52）等】との併用について  

  

重度心身障害者（児）医療費助成事業は、他の公費の適用がある場合は、他の公費が   

優先となり、他の公費において一部負担金の上限額が設定されている場合の重度心身  

障害者（児）医療費助成の自己負担金の徴収については、以下のとおりとなります。 
   
【例 1：更生医療（一部負担金月額上限：5,000 円）及び重度心身障害者（児）医療費    

助成の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成自己負担金：300円 
 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
2回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
3回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
4回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
5回目 10,000円 1,000円 300円 700円 
6回目 10,000円 0円 0円 0円 
7回目 10,000円 0円 0円 0円 
8回目 10,000円 0円 0円 0円 

 例 1 の場合、5 回目で更生医療の一部負担金月額上限の 5,000 円に達するため、6 回目   

以降は、更生医療の一部負担金及び重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担金ともに

0円になります。 
 ※一部負担金が0円（発生していない）であるため、重度心身障害者（児）医療費助成

の自己負担金も0円になります。 
 
 



【例 2：更生医療（一部負担金月額上限：2,500 円）及び重度心身障害者（児）医療費    

助成の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成事業自己負担金額：300円 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 4,500円 450円 300円 150円 
2回目 4,500円 450円 300円 150円 
3回目 4,500円 450円 300円 150円 
4回目 4,500円 450円 300円 150円 
5回目 4,500円 450円 300円 150円 
6回目 4,500円 250円 250円 0円 
7回目 10,000円 0円 0円 0円 
8回目 10,000円 0円 0円 0円 

 例 2 の場合、6 回目で更生医療の一部負担金月額上限の 2,500 円に達し、6 回目の一部   

負担金は、上限残額の 250 円となり、一部負担金 250 円は重度心身障害者（児）医療費   

助成の自己負担金 300 円を下回っているため、徴収する自己負担金額は、250 円と    

なります。 
 また、7 回目以降は、例 1 と同様、更生医療の一部負担金及び重度心身障害者（児）    

医療費助成の自己負担金ともに0円になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、特定疾患（公費番号：51）小児     

慢性（公費番号：52）等】との併用について② 

 
1 回目の通院で一部負担金が一部負担金月額上限を満たす（又は超えてしまう）場合

には、2回目以降重度心身障害者（児）医療費助成事業の自己負担金は、発生しません。   
 
【例：更生医療（一部負担金月額上限：2,500 円）及び重度心身障害者（児）医療費助成

事業の併用】  
○一部負担金1割負担（更生医療受給者であるため） 
○重度心身障害者（児）医療費助成事業自己負担金額：300円 

月の通院回数 医療費 一部負担金 自己負担金 
重心医療費 
助成額 

1回目 25,000円 2,500円 300円 2,200円 
2回目 5,000円 0円 0円 0円 
3回目 5,000円 0円 0円 0円 
4回目 5,000円 0円 0円 0円 
5回目 5,000円 0円 0円 0円 
6回目 5,000円 0円 0円 0円 
7回目 5,000円 0円 0円 0円 
8回目 5,000円 0円 0円 0円 

 

3 他の公費【自立支援医療（公費番号：15、16、21）、特定疾患（公費番号：51）小児     

慢性（公費番号：52）等】との併用について③ 

  
1 及び 2 で、更生医療を例示しましたが、上限額がある他の公費（特定疾患、小児慢性

等）の場合の一部負担金及び重度心身障害者（児）医療費助成の自己負担金の考え方も  

同様（一部負担金が当該公費の上限額に達した場合、重度心身障害者（児）医療費助成の

自己負担金も0円となる。）になります。 
 



特定疾病療養費（通称：マル長）と重度心身障害者（児）医療費助成との併用について 

  
特定疾病療養費（通称：マル長）と重度心身障害者（児）医療費助成事業との併用の   

場合も、「併用レセプトでの処理」、「一部負担金の上限額及び自己負担金の徴収に係る  

考え方」は更生医療等と同様となります。 
 なお、併用レセプトの記載方法については、受給者ごとに異なる可能性があるため、  

記載方法について不明な点がある場合は、その都度、医療機関から審査支払機関に    

問い合わせしてください。 
 



4 者（医保、特定疾患、更生医療、重度心身障害者（児）医療費助成等）以上の併用に

ついて  

 
4 者（医保、特定疾患、更生医療、重度心身障害者（児）医療費助成事業等）を併用    

する場合のレセプトの記載方法は、その都度、医療機関から審査支払機関に問い合わせ  

してください。 
 
 
 



自立支援医療と重度心身障害者（児）医療の併用に係る負担上限月額管理票の記載方法

について 
 

自立支援医療において負担上限月額が設定された者については管理票が交付され、医

療機関は、受給者から徴収した自己負担額及び当月中の自己負担額累計等を記載するこ

ととなっていますが、医療保険、自立支援医療及び重度心身障害者（児）医療の３者併

用の方の管理票に記載する自己負担額は、徴収した重度心身障害者（児）医療費助成の

自己負担金ではなく、自立支援医療の一部負担金の額（記載例参照）を記載するように

してください。 
（受診状況例） 
○医療保険、自立支援医療（自己負担上限月額：2,500 円）及び重度心身障害者（児）医

療の３者併用 

受診月日 医療費 
医療保険者 

負担額 

（7 割） 

自立支援医療 重度心身障害者（児）医療 

公費負担額 自己負担額 自己負担額 
助成額 

○月○日 10,000 円 7,000 円 2,000 円 1,000 円 300 円 700 円 
○月△日 10,000 円 7,000 円 2,000 円 1,000 円 300 円 700 円 
○月□日 10,000 円 7,000 円 2,500 円 500 円 300 円 200 円 
○月☆日 10,000 円 7,000 円 3,000 円 0 円 0 円 0 円 

 
           
 
 
 
        
（管理票記載例） 

日付 医療機関名等 自己負担額 
月間自己負担

額累積額 
自己負担額徴

収印 
○月○日 ×××病院 1,000 円 1,000 円    ㊞ 
○月△日 ×××病院 1,000 円 2,000 円 ㊞ 
○月□日 ×××病院 500 円 2,500 円 ㊞ 
 
 
 

この累積額が自己負担上限月額に

達するまで自己負担額が発生 

実際に徴収する額 

この額を管理票に記載してください。 
ただし上限に達した以降は記入の必要はありません（全額公費負担とな

ります）。 

上記を管理票に記載すると・・・ 

一部負担金の額 

「自立支援

医療」の「自

己負担額」に

ついて助成

を行います。 


